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1.は じ め に

名古屋市立大学看護学部 は、平成13年5月8日 の第3

回教授会において、「自己点検 ・評価 ガイ ドライン検討

グループ」 か ら提案された、「看護学部 自己点検 ・評価

ガイ ドライ ン(以 下、 ガイ ドラインとする)」 を承認 し

た。ガイ ドラインには、自己点検 ・評価の理念に始まり、

教育 目標、入学者選抜、教育活動、研究活動等、多岐に

わたる点検 ・評価の項 目やその考え方が示 されている。

学部発足3年 目を迎 え、看護学 の専門専攻科 目の授業 も

本格的に始 まった現在、教育活動についての自己点検 ・

評価を行 うことが急務であるという認識に立ち、教育活

動のうち、授業の改善に取 り組むことが教授会において

決定 された。

授業の改善は、いわゆるファカルティ ・ディベロップ

メント活動の中核にあたり、さらにその中心はシラバス

の充実 にあると考えられ る。また、授業改善を進めるに

当たっては、教育を受 ける学生がそれらをどのように受

け止めているかについて も視野に入れ る必要がある。

そ こで、 こうした考え方の もとに、「自己点検 ・評価ガ

イ ドライ ン検討グループ」が 「シラバス向上委員会」に

移行 し、教育活動、特 に授業の改善に取 り組むこととなっ

た。具体的には、①平成14年 度からのシラバスの充実を

行 う、② シラバスの充実を受け、学生による授業評価を

行 う、 とい う2点 が、 シラバス向上委員会に課せられた

当面の役割である。

本稿では、 これ ら2点 を中心とした教育活動の改善に

ついて、大学教育の基本的枠組みに立 ち返 り、ファカル

ティ ・ディベロップメン トと授業改善 などの基本をふま

え、看護学部 におけるシラバス向上および学生による授

業評価の方向性についてまとめた ものである。なお、本

稿 は、 シラバス向上委員会での検討資料 を基に加筆修正

したものである。

2.大 学教育の基本的枠組み

1)大 学教育の基本的枠組み

大学は、法的に認められた公的教育機関であり、まず

は、学校教育法 と大学設置基準により規定 されている。

これらをもとに、それぞれの大学、学部は、どのような

教育を展開するかを、固有の教育理念 ・教育目標に表現

している。それ らを実現するために、それぞれ教育組織

があり、教育 目標を具現化するものとしてカ リキュラム

がつ くられている(図1)。

2)組 織 としての教育貴任

さらに、個々の教員が担当する授業科目は、カ リキュ

ラムの中に組み込 まれ、位置づけられている。すなわち、

教員の担当科目の教育 目標、内容は、カリキュラム作成

と同時に、大枠 として決め られているのである。教員は、

そのカ リキュラム作成に参画 し、で きあが ったカリキュ



ラムの中での担当科 目の教育目標をどのように達成する

かを考え、授業計画を立て、授業を実施するのである。

これを通 して、大学 は、組織 としての教育責任を果たす

のである。

各授業科 目で何をどこまで、 どう教えるかは、担当教

員の自由裁量にまかされているとする考え方があるが、

それであれば、大学 は私塾の集 まりとな ってしまい、組

織 としての体をなさないことになる12)。

3.フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィベロ ップ メ ン ト

と授 業 改 善 に つ い て

大学審議会1)は、「21世紀の大学像 と今後の改革方策」

という答申において、「各大学は、個 々の教員の教育内

容 ・方法の改善のため、全学的にあるいは学部 ・学科全

体で、それぞれの大学等の理念 ・目標や教育内容 ・方法

についての組織的な研究 ・研修(フ ァカルティ・ディベ

ロップメント)の 実施 に努めるもの とする旨を大学設置

基準において明確にすることが必要である」と提言 して

いる(第2章 一1一(1)一2)一 ④ 「教員の教育内容 ・授

業方法の改善」)。

表1　 フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト(FD)

に 含 ま れ る 活 動(絹 川,1999)
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大学 の理念 ・目標 を紹介 す るワーク シ ョップ

ベテ ラ ン教 員 によ る新任教 員へ の指 導

教 員 の教 育技法(学 修 理論,授 業法,講 義法,討 論法,

学業 評価 法,教 育機器利 用法,メ デ ィア ・リテ ラシー習

熟度)を 改善す るため の支援 プロ グラム

カ リキュ ラム改善 プ ロ ジェク トへ の助成

教 育制度 の理解(学 校 教育法,大 学設 置基準,学 則,学

修 規則,単 位制度,学 習指 導制度)

アセ スメ ン ト(学 生 に よる授 業評価,同 僚教員 による教

授 法評価,教 員 の諸活動 の定期 的評 価)

教 育優秀 教員 の表 彰

教 員 の研 究支援

大 学 の管 理運営 と教授会権 限 との関係 について の理解

研 究 と教 育 の調 和を図 る学内組織 の構築 の研 究

大 学教員 の倫理 規定 と社 会的責任 の周知

自己点検 ・評価 活動 とその利用

大学は組織 としての責任を果たす上で、構成員の資質、

能力向上を組織 として支援する必要がある活動である。

なお、FDに 含 まれる活動 には、表1の ようにさまざ

まな ものがあるが6)、ここでは、1.は じめにに述べた

ように、教育活動、中でも、授業の改善 とシラバスの充

実に焦点を当てて述べる。

1)フ ァカ ル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト活 動

フ ァ カ ル テ ィ ・ デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト(Faculty

Development、 以 下FDと す る)は 、 大 学 に お け る教

員 の 諸 活 動 を 真 に 意 味 あ る もの に す る た め の組 織 体 的 支

援 活 動 を 総 括 す る概 念 で あ り、 個 々 の 大 学 教 員 が 所 属 大

学 に お け る種 々 の 義 務(教 育 、 研 究 、 管 理 、 社 会 奉 仕 等)

を 達 成 す る た め に 必 要 な専 門 的 能 力 を維 持 し、 改 善 す る

た め の あ らゆ る 方 策 や 活 動 で あ る と され る6)。

フ ァ カ ル テ ィ(faculty)に は 、 ① 能 力(ability,

mental　 ability)、 ②(あ る 学 部 の)教 授 団(teaching

staff　 for　 particular　 university　 division)、 ③(大 学

の)学 部(division　 of　university)の3つ の 意 味 が あ

る7)。 した が って 、FDに お い て は 、 ま ず 、 教 員 個 々 人

が 、 各 自 の 自覚 に基 づ い て 、 そ れ ぞ れ の 能 力 開 発 を行 う

こ とが 核 に な る。 しか しな が ら、 フ ァカ ル テ ィ に は教 授

団 や 学 部 と い う組 織 を示 す 意 味 もあ り、FDは 、 個 人 の

努 力 に限 定 され る も の で は な い 。 大 学 ま た は学 部 が 、 組

織 と して の 教 育 責 任 を果 たす た め に 、 構 成 員 の 資 質 ・能

力 の 向 上 を 、 組 織 と して 支 援 す る必 要 もあ る こ と を意 味

して い る。

こ の こ と は、2.大 学 教 育 の 基 本 的 枠 組 み に お い て も

述 べ た よ うに 、大 学 が、 教 育 機 関 と して 、 そ の教 育 理 念 ・

目標 の も とに 、学 生 の教 育 に つ い て、 社 会 的 な責 任 を負 っ

て い る こ とか ら も明 ら か で あ る。 した が っ て、FDは 、

教 員 各 人 の 自覚 に も とづ く個 人 的 努 力 で あ るが 、 同 時 に

2)授 業改善

教員の教育活動の中核をなす ものが、講義、演習、実

習などの 「授業」である。2.大 学教育の基本的枠組み

に述べた視点か ら考えると、「よい授業」 とは、教育 目

標 に対 して、学生達がどれほどの成果を上げたかという

観点か ら評価 されることになる。ある科目の授業中に展

開される学習活動の質 は、教育 目標 と、教員の資質 と、

学生の期待や努力などの相互関係に依存する3)。したがっ

て、授業においては、何 らかの形で、教員 と学生との問

に相互作用(interaction)が あり、 それにより学生 自

身が学習への動機づけ(motivation)を 高め、学生の

主体的な学習が促進(facilitation)さ れ る授業がよい

授業であると言えよう。

このような学生が主体的に参加する授業 は、講義、演

習、実習などの授業の形式 に関わ らず、また、指示的学

習法、問題解決学習法などの教授法の形式 を問わずに、

重要である。学生が主体的に参加 し、主体的に学ぶこと

ができるためには、学生がその授業で何を教わり、何を

学習す るのか、その方法 は何か、教室内では何を し、教

室外では何をすることが求められているのか、その学習

がどのように評価されるのかが、具体的に分かることが

必要である。 これを実現する方法がシラバスである。す

なわち、 シラバスとは学生を システムの中で学ばせ る仕

組みである。

この授業改善を行 うためには、第一に教員自身による



授業の自己点検が必要である。また、教員が試みた授業

の改善や自己点検が、適切なものであるかどうか、ある

いは、見落と しがないか等について知 るためには、学生

か らの授業評価 を行 うことが必要である3)。これ らは、

学部 としてのFD活 動の中に位置づけられなければなら

ない。

さらに、授業その ものの改善ではないものの、教育の

ための施設設備、体制の充実や、研修機会の保証 も必要

である8)。すなわち、よ りよい教育を実現するため に、

学ぶ場である教室 ・演習室 ・図書館等の施設 ・設備、視

聴覚教材 ・図書 ・教育機器等の設備の充実が必要である。

また、授業法改善の研修のためにワークショップなどへ

の教員の参加、あるいはそれらの開催等、授業改善のた

めの組織的取 り組みが必要である。

3)シ ラバス

シラバス(syllabus)は 、3.2)授 業改善で も述べ

たように、学生を システムの中で学ばせる仕組みである。

シラバスの形式を固定的に考える必要はないとされるが、

日本の大学ではシラバスとコース ・カタログ(講 義概要)

が区別 されていないことも多い。 コース ・カタログ(講

義概要)は 、授業科 目の選択に用いる一覧である。それ

に対 して、 シラバスは、履修登録を した、あるいは、 し

ようとしている学生に対 して示す、その授業の設計図で

ある。つ まり、毎回の授業項目の リス トではなく、既述

の通 り、学生がその授業で何を教わり、何を学習するの

か、その方法は何か、教室内では何を し、教室外では何

をすることが求められているのか、その学習がどのよ う

に評価 されるのかを明示 し、学生が主体的に学習するこ

とを具体的にencourageす る方法である。 シラバスが、

実質的に機能するためには、単位制度を実質化すること

とともに、学生が教室外で も学習する習慣をつけること

や、教室外の学習の場所、環境、資料、情報、図書館が

整備されていること、オフィス ・アワーなどの指導体制

が確立 していることが必要である。

4)単 位制度の基本

シラバスは、3 .3)で 見たように、 システムの中で

学生に勉強 させる仕組みである。 シラバスが きちん と機

能するためには、単位制度の実質化が必要不可欠である。

単位(unit)は 、授業の1個1個 の組み立てをはかる単位

であり、それによって履修 をcreditす る 「クレジッ ト制

度」である10)。

単位制度 とは、単位時間を基礎 として、授業による学

習の履修あるいはその授業に相当する学習の達成を認定

する制度である。 この考え方では、45時 間を1単 位 とす

る。 この45時 間とは、標準的な学生が学習に要する1週

間分の時間である。すなわち、平 日は1日8時 間の学習

を月～金の5日 間にわたって行い、 また、土曜 日は5時

間の学習をすると考え、計45時 間となる。

これを基本 とすると、1学 期 は15週 であるので、1学

期の間には15単位分の学習ができることになる。 したがっ

て、1年 間(2学 期)で30単 位、 さらに、4年 間で120

単位分の学習ができることになる。 これは、大学設置基

準 に示 された卒業要件である124単 位にほぼ相当する。

すなわち、単位制度とは、4年 間の学習を1週 間分の履

修 という単位で測 ることができる尺度を提供 しているの

である。この 「1単位 は、標準45時 間の学修」 という大

原則は、平成3年 に大綱化された 「大学設置基準」 にお

いて も引き継がれている。

しか しなが ら、 この単位制度の問題点 は、その意義が

十分理解 されないままに導入されたことにある。アメ リ

カでは、1時 間の講義に学生は2時 間の準備が課 されて

いるので、1時 間講義を聞いたら、合計3時 間勉強 して

いるのである。また、3単 位科目が標準であり、1学 期

に15単 位、つまり5科 目を取 ることが通常である。すな

わち、1日1科 目に集中で きることになる。 これに対 し

て、 日本では1時 間の講義だけを考えて しまい、1学 期

で30単 位 も登録できて しまう結果 となっ た。30単 位の登

録 を行えば、30単 位 ×45時 間=1,350時 間の学習が必要

となる。 これを1学期間の15週 ×7日=105日 で単純に割

れば、土曜 ・日曜 も含めて、1日 約13時 間 も勉強 しなけ

ればならないことになる。2単 位科目をベースに しても、

16単位 も登録す ると、45時 間×16単 位=720時 間となり、

1週 あたりの学習時間は48時 間となり、多いことになる。

現状では、学生達に1日 フルタイム8時 間の学習を行わ

せることは難 しいので、70～80%の 学生が基準を超え ら

れる勉強方法をあわせて構築 していく必要がある。それ

により、授業での学生の動機づけを与えるノウハウを開

発 し、単位取得にあたり、学生の義務を明 らかにするこ

とで、教室外の学習習慣をつけてい くことが重要である。

5)学 生による授業評価

学生による授業評価 は、FDを 推進する有効な手段の

1つ として認識されている。 これに対 して、学生の評価

能力の客観性や信頼性 に対する疑念、学生に対する迎合

への懸念 などが指摘される。 しか しなが ら、すでに学生

による授業評価を行 っている大学か らは、総合評価と各

評価項 目の和の相関は高いこと、学生個々の評価 はとも

か くクラス平均は信頼できることなどか ら、一定の信頼

性はあるとする報告がなされている13)。

教員の立場か らの授業改善の試みが第一になされるべ

きであるが、その教員の判断、 改善の試みが適切である

かどうか、また、見落としがないかを、授業を受ける側



の学生の立場か ら確認することが必要である。 これが学

生による授業評価を行 う意義である8)。

学生による授業評価を実施することは、人事管理面の

利用に直結するという批判があるが、当面 は授業改善の

手だて としてだけに用いることが必要である。授業改善

のきっかけとして、教員の手で評価 システム創出を して

い くことが必要である11)。

4.シ ラ バ ス の 向 上 に つ い て

シ ラバ ス の 基 本 につ い て は 、 す で に述 べ た 通 りで あ る。

一 般 的 な シ ラバ ス の意 味 と機 能 に つ い て は 、 井 下4)を 、

ま た 、 シ ラバ ス の事 例 に つ いて は 、 森 平9)、 井 下5)を 参 照

さ れ た い。 こ こで は、 看 護 学 部 に お いて 、 シ ラバ ス を 充

実 す る た め の 、 当面 の方 向 性 に つ いて 整 理 し た。

1)シ ラバスの位置づけ

シラバスは、学生が主体的に学習で きるよう、その授

業科目での学習内容、学習方法、教材、教室内あるいは

教室外における課題、学習成果の評価方法について明示

するものである。 しか しなが ら、 シラバスは、単 に形を

整えればよいので もな く、あるいはシラバスに示 したと

お りに授業を進めればよいので もない。授業において教

員と学生との問に相互作用を生 じさせ、学生 自身が学習

への動機付 けを高め、学生の主体的な学習が促進される

ための システムがシラバスである。教員、学生の双方が

このことを十分に認識する必要がある。

2)シ ラバスに記載する項目

表2に 看護学部 シラバスの改善案を示 した。井下4)を

参考に、現在のシラバ スか ら、3.4)お よび4.1)で

述べた方向に近づける目的で作成されている。ただ し、

大幅な改善を一時に行 うことは無理であるので、その意

味ではマイナー ・チェンジを諮ろうとするものである。

この案 にしたが ってシラバスの充実を行い、後 に述べ る

学生による授業評価の結果などをふまえ、さらに改善を

図 っていくことが必要である。

なお、オフィス ・アワーは、週1回1時 間程度、 アポ

イン トメン トなしで学生が訪れてよい時間とし、必ず設

けることとする。

3)シ ラバスのスタイル

シラバスの意義、携帯性を考えると、本来は、科目ご

とに別々に作成されるものである。そ こで、平成14年 度

の シラバスについては、次の方向で検討を進める:

① 履修要項 とシラバ スとを別に作成する、

② 履修要項は、従来通 り冊子とす る、

③ シラバスは冊子 とはせず、科 目ごとに印刷する、

④ シラバスは、学生には学年 ごとに必要な もののみ

を年度初めのオ リエ ンテーションで配布 し、教員に

はすべてを配布する、

⑤ シラバスは項 目や記載事項が増えるので、1科 目

につ きA4サ イズ2ペ ージ、両面印刷 とし、上質紙

を使用する、

である。ただし、履修要項 については、教務委員会の

所管事項であるので、これらの方向性 については教務委

員会との間で調整を行 うものとす る。

4)シ ラバスを生かすための環境 ・周辺条件整備

授業改善、 シラバスの充実が、実質的に意味を持っ た

あには、学生が授業場面以外でも学習する習慣をつける

ことが必要である。そのためには、すでに述べたように

授業時間外にも、図書館、自習室等で学習できるような

環境の整備、情報処理教室の利用促進、学習に必要な視

聴覚資料、情報、図書の整備、 さらには、主体的学習を

促進するためのオフィス ・アワーの確立など、環境、周

辺条件を整えることが必要である。

なお、以上のことには、本来は、単位制度 を実質化す

ることが必要不可欠である。 しかし、現状 に鑑み、当面

は、単位制度の持つ意味を教員、学生が十分に理解でき

るよう周知徹底をはかるものとする。

5)シ ラバスの確認

平成14年 度の各授業科 目のシラバスについては、① シ

ラバスの意義を十分に理解 しているか、②記載すべ き項

目が適切に書かれているか、の2点 について、 シラバス

向上委員会において確認を行 う。 この確認を経たものを

シラバスとして印刷する。

6)学 生へのガイダンス

シラバスは、学生が システムの中で勉強で きるように

するための仕組みである。 したがって、教員のみがその

意義等について理解 しているだけでは不十分である。そ

こで、平成14年 度以降、 シラバスの意義、その利用等に

ついて、学生達 にも周知徹底を図るために、教務オ リエ

ンテーションの中でシラバスについてのガイダンスを実

施することが必要である。

5.学 生による授業評価の実施について

学生 による授業評価については、2.5)で 述べた。

ここでは、看護学部において、学生による授業評価を実

施するための提案および検討すべき点について整理 した。

1)学 生による授業評価の位置づけ

シラバスの向上 は、学生の主体的な学習を促進する目



的で、主に教員が、自らの授業の自己点検結果に基づい

て行 う授業改善の試みである。それが適切なものである

かどうか等について知 るために学生による授業評価を行

う。学ぶ側の学生の立場 に立 つた授業評価は、FDを 推

進する有効な手段の1つ であ り、 ここでは、授業改善の

手だてとして実施するものである。

2)組 織と しての授業評価

組織として授業評価を実施 した経験を持つ東海大学や

国際基督教大学では、授業改善の手だてとしてその結果

を用 いている。学生 による授業評価が学生全体の授業理

解度、学習達成度等の向上に資することが報告 されてい

る8,13)。

組織として学生による授業評価を実施するには、その

目的、方法、基準、結果の解釈等について、関係者間で

あ らか じめ合意が必要である。 目的については、1)学

生による授業評価の位置づけに述べたとお りである。 ま

た、評価の結果を気にするあまり、学生におもねるよう

なモラルの低下が生 じてはならないし、学生の不利益に

なるようなことがあってはならない。 さらに、当然のこ

となが ら、教員個人のプライバ シーの問題にも留意が必

要である8)。以下、3、4)に おいて、学生 による授業

評価の方法について、当面の方向性や検討すべき点につ

いてまとめた、

3)授 業評価の方法

教員が個人 レベルで授業改善に努める場合、例えば、

①質問を書かせる、②感想を書かせる、③定期試験 の答



案の余白に授業への希望 ・感想を書かせ るなど、様々な

方法が考えられる。 これ らの方法は、手軽に学生の生の

声を聞 くことがで きるという利点があるが、授業改善の

資料として学生の声を聞 くのであれば、試験 とは別に実

施することが望ましい8)。

授業評価にあたっては、一般 に質問紙形式の調査が行

われる2,8,13)。図2に 東海大学の講義評価ア ンケー トを8)、

また、図3に 愛知県立大学の 「授業評価 アンケー ト」を

示 した。その他、宮腰 ・山内8)には、 い くつかの例が紹

介 されているので、参照 されたい。

看護学部における授業評価調査項目については、 シラ

バス向上委員会において、 シラバスの充実ともあわせて

検討を行い、具体的な評価項目、評価方法、集計 ・分析

方法について検討 し、原則として、評定尺度法による質

問紙調査用紙を完成させ ることとする。評価項 目につい

ては、すでに他大学で実施 されているものを参考に作成

する。また、評定尺度法による質問紙を実施す ることに

より、結果の数量的な分析が可能 となる。

なお、評価項目を作成する際には、上述の資料が参考

になるが、次の点についても考慮すべ きである。

① シラバスの項目に対応した評価項目を入れること

授業改善、 シラバスの向上が、学生にどのように受

け止め られているかを確認するため

② 学生自身の主体的な学習態度についての評価項目

を入れること 授業改善、 シラバ スの向上は、学

生の主体的な学習を促進する目的で行われているた

め

4)調 査の実施と結果の処理

学生による授業評価は、平成14年 度は試行段階として、

次のように実施する。



すなわち、授業評価を実施する科 目は、前 ・後期それ

ぞれ、教員1名 あたり1つ の授業科 目とする。 これは、

1)調 査項 目も含め、適切な授業評価の方法を検討する、

2)教 員 ・学生双方に過大な負担を与えない、ためであ

る。なお、各教員が授業評価を実施する科 目は、原則と

して自己申告制 とする。ただし、科 目区分別(専 門関連

科目、専門専攻科 目)お よび学年間で偏 りが生 じた場合

には、シラバス向上委員会が調整を行 う。また、前期、

後期のいずれかにしか授業のない教員 はその範囲から評

価対象の科目を選択する。 さらに、2名 以上で担当する

授業については、評価 の対象 とは しない。

実施 に当た っては、定め られた調査用紙を用い、次の

ように行 う8)。

すなわち、学期末試験の約2週 間前 にシラバス向上委

員長か ら各教員に調査用紙が届けられる。教員は、学期

の最後の講義の中で5～10分 程度を割 き、教室内で回答

させ、回収する。回収後 の 「授業評価表」 は、封筒に封

入の上、 シラバス向上委員長に届ける。 シラバス向上委

員会では、可能な限 り速やかに、評価得点の分布、平均

値、標準偏差 の算出等の統計処理を行 い、当該教員に返

却する。返却する際には、学部内全教員での平均値 ・標

準偏差、専門関連科 目 ・専門専攻科 目別の平均値 ・標準

偏差等を添付し 、比較ができるよ うにする。図4に 東海

大学の 「授業評価報告書」 を添付 したので、参照された

い13)。

なお、記入済みの回答用紙および統計処理の結果は、

担当教員以外のものの目に触れないよう厳重に取 り扱 う。

また、評価結果の処理にはコンピュータ一を用いるが、

データの入力等にあたっては、予算の配慮を行 った上で、

業者委託を検討する。

5)授 業評価実施結果のまとめと公表

学生 による授業評価を実施 した結果については、上述

のように、各教員 に返却するほか、教員のプライバ シー

を守れるよう配慮 した上で、①科目区分別評価、②教員

の職位別評価、③年齢別評価等の分析、また、④多変量

解析手法を用 いての総合評価に影響する評価項目の検討

などを、 シラバス向上委員会が行 い、教授会に報告す る

もの とする。公表の方法については、 シラバス向上委員

会の議により、教授会が定める。

6.ま と め

1)シ ラバスの向上 と学生による授業評価の実施による

名古屋大学看護学部における教育改善の試みについて

まとめた。

2)大 学教育の基本的枠組み、 ファカルティ ・ディベロッ

プメ ントと授業改善の2つ の視点か ら、教育改善の基

本理念について述べた。



3)シ ラバ ス の 向 上 、 学 生 に よ る授 業 評 価 に つ い て は、

　 平 成13年9月 ま で の シ ラバ ス 向 上 委 員 会 で の 検 討 結 果

　 に基 づ い て 記 述 した 。 した が っ て、 これ ら の具 体 的 な

　 方 法 につ い て は、 今 後 の検 討 過 程 に お い て 、 修 正 が 施

　 さ れ 、 ま た 、 さ ら に具 体 化 され る こ とが あ る。

4)シ ラバ ス の 向 上 や 学 生 に よ る授 業 評 価 を 実 施 し、 教

　 育 改 善 の実 効 を あ げ る に は 、 そ れ らを 形 式 的 、 手 続 き

　 的 に 進 め る ので は な く、 教 職 員 ・学 生 の両 者 が 、 そ の

　 基 本 理 念 を 十 分 に 理 解 す る こ と が必 要 不 可 欠 で あ る。

5)本 稿 で 示 した シ ラバ ス の 向 上 、 学 生 に よ る授 業 評 価

　 は 、 最 終 的 に完 成 され た もの で は な い。 した が って 、

　 平 成14年 度 以 降 、 実 施 した 結 果 を 適 切 に 評 価 し、 さ ら

　 に 改 善 を め ざ した 活 動 が必 要 で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 7.付 　 　 　記

　 シ ラバ ス 向 上 委 員 会 は、 本 稿 執 筆 時 点 で あ る平 成13年

9月 末 ま で に2回 の 委 員 会 を 開 催 した。 今 後 、 平 成13年

12月 に第3回 委 員 会 を開 催 し、 シ ラバ ス の 向 上 につ い て

の方 針 を確 定 し、 そ の後 さ らに、 学 生 に よ る授 業 評 価 に

つ い て 具 体 的 な検 討 を進 あ る予 定 で あ る。
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